
平成 29 年 3 月

平成 29 年度 平成 38 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

円 円

2,678 円 3,735 円

2,678 円 3,232 円

広島県竹原市下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 広島県竹原市

事 業 名 ： 特定環境保全公共下水道事業

非適
（平成32年度に一部適用予定）

処 理 区 域 内 人 口 密 度 37.0人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
無

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成26年度
（2年）

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

8m3までは基本料金800円を徴収し、超過料金は1m3あたり、8m3を超え20m3まで140円、20m3を超え30m3まで160円、30m3を超
え50m3まで180円、50m3を超え100m3まで190円、100m3を超え200m3まで200円、200m3を超えるものは230円を徴収する。（税
抜き）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

業務用種別として一般公衆浴場を設定しており、8m3までは基本料金800円を徴収し、超過料金は1m3あたり、8m3を超え20m3ま
で140円、20m3を超えるものは97円を徴収する。（税抜き）

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

臨時用を設定しており、10m3までは基本料金3,000円を徴収し、超過料金は1m3あたり、10m3を超えるものは470円を徴収する。
（税抜き）

処 理 区 数 1（竹原処理区）

処 理 場 数 1（竹原浄化センター）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

平成28・29年度において汚水処理構想・全体計画の見直しを行うこととしており、個別処理と集合処理の経済比較を基本としつ
つ時間軸の観点を考慮した持続的な汚水処理システム構築に向けて各汚水処理施設の最適化の検討を行っている。

平成27年度 平成27年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成25年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成25年度

平成26年度 平成26年度



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

職 員 数 8名（課長1名、事務職3名、技術職4名）

事 業 運 営 組 織
平成24年度に水道課と統合し上下水道課となったが、平成28年度に下水道事業のあり方検討や企業会計の導入に向けた取組
に注力するため、組織改正をして下水道課となった。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

浄化センター等の運営業務、運転操作監視業務、保守点検業務、点検修繕業
務、環境計測業務、施設管理業務、保全管理業務、物品管理調達業務等につい
て包括的民間委託している。

 イ　指定管理者制度 実施していない。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 実施していない。

平成27年度の経営分析比較表を添付する。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

実施していない。

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

実施していない。

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成27年度全国平均

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
※　平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

全体総括

  平成26年度に供用開始をし，未普及地域への整備
事業を継続しているため，企業債残高が多く，経費
回収率が低くなっている。
　今後は経営戦略の策定や汚水処理構想及び全体計
画の見直しを行い，汚水処理施設の最適化を図ると
ともに，平成32年度から公営企業会計を適用するこ
ととしており，経費削減や料金の適正化など経営の
健全化に努める。

「施設全体の減価償却の状況」 「管渠の経年化の状況」 「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

2. 老朽化の状況について

 平成25年度に事業を開始し，平成26年度から供用
開始をしているため，管渠の改築・更新を行う時期
ではないが，今後，計画的かつ効率的な維持修繕・
改築更新に努める。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「使用料対象の捕捉」

2. 老朽化の状況

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

  収益的収支比率は100％となっているが，供用開
始後間もないため，経費回収率は30％程度と低く，
将来的に使用料収入の増加が見込まれるが，今後は
適正な使用料収入の確保と汚水処理費の削減が必要
である。
　企業債残高対事業規模比率は類似団体平均値を上
回っており，供用開始後間もないことから，使用料
収入に比べ企業債残高の規模が大きくなっている。
　着実な管渠整備推進により，汚水処理原価は減少
し水洗化率は上昇しているが，今後も水洗化率向上
に努める。

「単年度の収支」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

－

- 該当数値なし 0.55 89.82 2,678 148 0.04 3,700.00 【】

230.25 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
)

法非適用 下水道事業 特定環境保全公共下水道 D3 27,222 118.23

経営比較分析表
広島県　竹原市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 - - - 0.00 0.00

平均値 - - - 0.08 0.26

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 - - - 100.00 100.00

平均値 
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当該値 

平均値 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40
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H23 H24 H25 H26 H27

当該値 

平均値 

①収益的収支比率(％) 

0.00
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0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 

平均値 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 

平均値 

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

18,000.00

20,000.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 - - - 17,195.10 2,894.72

平均値 - - - 1,671.86 1,673.47

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 - - - 19.46 28.68

平均値 - - - 50.54 49.22

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 - - - 959.55 563.53

平均値 - - - 320.36 332.02

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 - - - - -

平均値 - - - 34.74 36.65

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 - - - 35.59 72.30

平均値 - - - 70.14 68.83

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％) 

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％) 

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％) 

      【1,457.06】 

【81.28】 【40.31】 【250.25】 【64.73】 

    【0.10】 

該当数値なし 該当数値なし 

該当数値なし 該当数値なし 



２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

　未普及地域における管渠布設等の整備事業について、早期に概成させる一方で維持管理面においては老朽化していく施設の長寿命化等を検討・実施していか
なければならない。それらを滞りなく実施していくため、今後も財政的において多額の支出が必要となることが見込まれる。
　それに対し財政面においては、有収水量の将来的な増加は見込めないことから使用料収益の増収が期待できないため、今後、事業を継続していくための財源確
保についてはかなり厳しい状況にあると言える。このような状況を踏まえ、事業の将来像や運営方針を明確化し、より適切に施策を推進するとともに、効果的・効率的
な事業の運営を図る必要がある。
　具体的には、快適な暮らしの実現のために平成28・29年度において汚水処理構想及び全体計画を見直し、下水道整備の早期概成に努める。また、水環境の保
全に向け、下水道への接続を促進するため戸別訪問活動を強化するとともに水洗便所改造資金融資のあっせん及び利子補給等、各種制度を活用しながら水洗化
を推進する。
　また、災害発生時に早期に対処できる管理体制確立のため、下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣＰ）を活用した危機管理体制を確立する。
　限られた財源の中、事業計画を基に経営を行っていく。平成32年度から公営企業会計を適用することとしており、独立採算性及び透明性を高め、経営状況をわか
りやすく提供できるように努める。
　さらに、職員の資質向上を図るため、積極的に研修等へ参加する。研修等で得た技術・知識を組織内で共有し技術継承をしていくことを目指す。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度

前々年度 前年度 本年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） (決算見込)

1 (A) 3,158 5,442 5,457 6,300 6,449 6,639 6,795 6,940 7,079 7,220 7,357 7,492 7,766

（１） (B) 531 1,307 1,287 1,421 1,676 1,751 1,825 1,901 1,973 2,048 2,122 2,196 2,345

ア 531 1,286 1,266 1,400 1,654 1,729 1,802 1,878 1,951 2,026 2,100 2,174 2,323

イ (C)

ウ 21 21 21 22 22 23 23 22 22 22 22 22

（２） 2,627 4,135 4,170 4,879 4,773 4,888 4,970 5,039 5,106 5,172 5,235 5,296 5,421

ア 2,627 4,134 4,170 4,879 4,771 4,886 4,968 5,037 5,104 5,170 5,233 5,294 5,419

イ 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

２ (D) 3,158 5,442 5,457 6,300 6,449 6,639 6,795 6,940 7,079 7,220 7,357 7,492 7,766

（１） 2,728 4,533 4,422 5,242 5,363 5,543 5,719 5,899 6,075 6,255 6,432 6,608 6,965

ア 827 1,108 1,377 1,404 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405

イ 1,901 3,425 3,045 3,838 3,958 4,138 4,314 4,494 4,670 4,850 5,027 5,203 5,560

（２） 430 909 1,035 1,058 1,086 1,096 1,076 1,041 1,004 965 925 884 801

ア 430 909 1,035 1,058 1,086 1,096 1,076 1,041 1,004 965 925 884 801

イ

３ (E)

1 (F) 85,731 115,116 29,771 42,494 42,136 51,762 53,225 5,353 5,965 7,201 7,702 7,739 7,776

（１） 36,400 57,504 14,398 24,000 24,000 50,000 50,000

（２） 10,309 12,084 540 3,225 5,353 5,965 7,201 7,702 7,739 7,776

（３）

（４）

（５） 32,898 41,055 11,161 16,000 16,000

（６） 6,124 4,473 4,212 1,954 2,136 1,762

（７）

２ (G) 85,731 115,116 29,771 42,494 42,136 51,762 53,225 5,353 5,965 7,201 7,702 7,739 7,776

（１） 85,731 115,116 29,771 42,494 42,136 50,000 50,000

6,427 16,055 3,514 2,280 1,951

（２） (H) 1,762 3,225 5,353 5,965 7,201 7,702 7,739 7,776

（３）

（４）

（５）

３ (I)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

平成38年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

平成35年度 平成36年度 平成37年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度

前々年度 前年度 本年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） (決算見込)

平成38年度平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度

(J)

(K)

(L)

(M)

(N)

(O)

(P)

(Q)
(Q)
(B)-(C)
(A)
(D)+(H)

(S) 531 1,307 1,287 1,421 1,676 1,751 1,825 1,901 1,973 2,048 2,122 2,196 2,345

（T)

(U)

(V) 531 1,307 1,287 1,421 1,676 1,751 1,825 1,901 1,973 2,048 2,122 2,196

(W)

(X) 91,332 144,029 142,395 146,457 147,331 148,135 148,980 145,600 142,264 138,883 135,216 131,209 126,980

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

前々年度 前年度 本年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） (決算見込)

2,627 4,134 4,170 4,879 4,771 4,886 4,968 5,037 5,104 5,170 5,233 5,294 5,419

909 917 1,073 1,049 1,074 1,092 1,108 1,122 1,137 1,151 1,164 1,192

2,627 3,225 3,253 3,806 3,722 3,812 3,876 3,929 3,982 4,033 4,082 4,130 4,227

10,309 12,084 540 3,225 5,353 5,965 7,201 7,702 7,739 7,776

10,309 12,084 540 3,225 5,353 5,965 7,201 7,702 7,739 7,776

12,936 16,218 4,170 5,419 4,771 4,886 8,193 10,390 11,069 12,371 12,935 13,033 13,195

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

平成36年度 平成37年度 平成38年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

平成29年度

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額

50.1 48.9 49.2 50.0

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

100.0 100.0 79.0 67.8 56.5 54.3収益的収支比率 （ ×100 ） 100.0 100.0 100.0

赤 字 比 率 （ ×100 ）

前年度繰上充用金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金



① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

○投資の目標に関する事項
　 汚水処理施設の整備に関しては平成39年度概成を目標年度としている。

○管渠、処理場の建設・更新に関する事項
　 下水道整備については平成30年度概成で計画している。

○広域化・共同化・最適化に関する事項
　 平成28・29年度において汚水処理構想及び全体計画の見直しを行い、汚水処理施設の最適化を図っていく。

○財源の目標に関する事項
 　一般会計からの繰入を極力減らすため、下水道への接続を促進し、使用料収納の増収を計画している。
　
○使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　 今後の下水道整備予定区域における水洗化の促進及び収納率の向上を図ることにより使用料が増収するよう計画している。
　 使用料の改定について、将来的には必要性、実施時期や改定内容について適正に判断していく必要がある。
　
○企業債に関する事項
　 地方債の借入については、下水道整備が平成30年度に概成するため、平成31年度以降は縮小していく見込みである。

○繰入金に関する事項
　 一般会計繰入金については、全体計画の見直しに伴い事業規模が小さくなることから、今後は徐々に減少していく見込みである。

○民間の活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど）
 　浄化センター等の維持管理委託については、事業開始当初より包括的民間委託をしており、現契約は平成30年3月31日までで、今後も包括的民間委託を予定し
ている。

○職員給与費に関する事項
　 組織形態や職員数と業務量との整合性を図ることに努め、業務内容や手法を見直し、効率化を図る。職員給与費は平成29年度予算ベースで推移するものと見込
んだ。

○動力に関する事項
　 これまでの実績を見るとほぼ一定額であるため、現状の水準で推移するものと見込んだ。

○修繕費に関する事項
　 老朽化していく施設の維持管理のため、増加傾向で見込んだ。

○委託費に関する事項
　 現在の委託状況から費用を算出した。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

広域化・共同化・最適化に関する事項
平成28・29年度において汚水処理構想及び全体計画の見直しを行っているところであり、各汚水処理施
設の最適化を図っていく。

投資の平準化に関する事項 特になし。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

特になし。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

その他の取組 特になし。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

竹原浄化センター等の各施設については、包括的民間委託を既に実施しており、今後においても民間
活力の活用をしていく。

職員給与費に関する事項 特になし。

その他の取組 特になし。

使用料の見直しに関する事項

本市の下水道使用料は供用開始（平成18年度）以降，使用料改定が行われておらず、据え置いている
状況である。
事業の継続には，常に投資と財源のバランスを考える必要があり、今後については、更なるコスト縮減を
行うとともに、財源となる下水道使用料の適正化を進めていく。

資産活用による収入増加
の取組について

特になし。

その他の取組 特になし。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

下水道事業は、平成32年度から地方公営企業法を適用する予定であり、平成32年度からの経営戦略については、
法適用後の会計（企業会計）で見直しを実施する。

動力費に関する事項 特になし。

薬品費に関する事項

修繕費に関する事項 今後、ストックマネジメントの策定を予定しており、当該計画に基づき着実に修繕を実施する。

委託費に関する事項 特になし。

特になし。


